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（１）ＰＩステップ３における検討

　ステップ検討時において、滑走路間隔９３０ｍ案を設定した過程に
ついて以降に示す。

１．調査段階における９３０ｍ案の設定経緯

１）検討範囲の設定

　　滑走路増設案の作成にあたっては、空港能力、事業費、周辺環境への影響
などを考慮して検討範囲を設定。

現滑走路からの距離約1600m

南側
約800m

北側
約500m
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２）増設滑走路による瀬長島への影響
　　　　　増設滑走路による瀬長島への影響としては、次に示す２つのケースが

考えられる。

①増設滑走路や着陸帯等が瀬長島本体に抵触するケース

増設滑走路本体
が瀬長島に抵触

※増設滑走路案を検討範囲内で南北に移動させた場合に、瀬長島に抵触するかに
ついて検討。

１．調査段階における９３０ｍ案の設定経緯
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②増設滑走路の制限表面が瀬長島の一部に抵触するケース

　制限表面とは、飛行場周辺の空間に設定される面で、航空機の安全な
航行を確保するために、自然地形や建造物など、あらゆる物件はこの面
を突出しないように航空法で規制される。
　このため、瀬長島の一部が制限表面を突出することになった場合には、
制限表面から突出した部分を切り取ることとなる。

１．調査段階における９３０ｍ案の設定経緯
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３）瀬長島への影響を回避する案の検討

　２）にて示した「増設滑走路による瀬長島への影響」について、影響
を回避する案の中で滑走路間隔が最小になる案について検討を実施した。

①「増設滑走路や着陸帯等が瀬長島本体に抵触するケース」に対する影響検討

　検討を実施した結果、滑走路間隔を９３０ｍとすることにより、増設滑走
路による抵触を回避することが出来る結果となった。なお、検討にあたって
は、増設滑走路案を検討範囲内で南北方向に移動させ、どこに配置した場合
においても、瀬長島に抵触しない滑走路間隔としている。

ぎりぎり瀬長島
に抵触しない

滑走路間隔９３０ｍ

１．調査段階における９３０ｍ案の設定経緯
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②「増設滑走路の制限表面が瀬長島の一部に抵触するケース」に対する影響検討

　検討の実施にあたっては、滑走路間隔９３０ｍ以下となった場合には、
増設滑走路本体による瀬長島への影響が生じることから、９３０ｍ案にお
いて制限表面が瀬長島に抵触しているかの確認を行った。
　検討の結果、９３０ｍ案の制限表面では、瀬長島への抵触はないことが
確認できた。

　上記の検討結果より、ステップ３検討時において瀬長島への影響を回
避する最小の滑走路間隔は９３０ｍに設定したものである。

４）検討結果

１．調査段階における９３０ｍ案の設定経緯

滑走路間隔９３０ｍ
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２．技術検討委員会の意見を踏まえた検討

（１）構想段階における滑走路関連施設の変更

・技術検討委員会において、「構想段階の検討時点で滑走路長等施設規模の変
更があったことより、瀬長島への影響回避案について再度検討を実施した方が
いいのではないか。」との意見を受け、瀬長島への影響回避案について精査検
討を実施したものである。

総合的な調査段階 構想段階

設定値

2700ｍ

240ｍ
空港土木施設の設計基準解説（H20年7月）の
改訂に伴う標準値の変更

1箇所

無し

項　目 設定値 設定理由 変更理由

① 滑走路長 3000ｍ
想定される最大規模 現在那覇空港を利用、また就航を予定している

機材の離着陸に必要な長さ　　　

②
滑走路端
安全区域

90ｍ
滑走路長が1200ｍ以上又は計器着陸用滑
走路での標準値

③
連絡

誘導路
2箇所

最大設置箇所として2箇所で設定する 展開用地との連絡が不要となるため、現ターミ
ナル地域との連絡用として１箇所設置

④ 展開用地 50ha
ターミナル地域の50％程度の約50haが必
要と想定

需要予測の結果、既存敷地内で対応可能

　構想段階において、施設規模の検討結果や基準の改定に伴う滑走路関連施設
における変更は以下の通りである。

【総合的な調査段階】
【構想段階】

10 9060 109060①滑走路長　3000m

着陸帯

滑走路

③連絡誘導路③連絡誘導路②滑走路端安全区域 ④施設展開用地(50ha)

オーバーランオーバーラン

滑
走

路
幅

　
6
0
m

着
陸

帯
幅

　
3
0
0
m

3320m

①滑走路長　2700m10 240 60 1024060

着陸帯

滑走路

②滑走路端安全区域

オーバーランオーバーラン

③連絡誘導路

着
陸

帯
幅

　
3
0
0
m

滑
走

路
幅

　
6
0
m
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２．技術検討委員会の意見を踏まえた検討

　瀬長島への影響（増設滑走路本体の抵触及び制限表面の抵触）を回避する範
囲を検討した結果、現滑走路との間隔を８５０ｍまで短縮することが可能で
あることがわかった。
よって、滑走路配置案の検討については、８５０ｍを基本に行う。

（２）瀬長島回避案の検討

１）瀬長島への影響を回避する範囲の検討

８５０ｍ
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２．技術検討委員会の意見を踏まえた検討

増設滑走路配置位置は、技術検討委員会で示した事項に留意し検
討することする。

　誘導路等各施設の配置位置については、那覇空港の滑走路の運用形態及び現
在の旅客ターミナルビル等の位置を考慮し、円滑な交通流が確保出来るような
検討を行う。

２）増設滑走路配置位置の検討

空港計画

　サンゴ、藻場、干潟及び生態系の消失への影響について十分考慮するとともに、
特に、規模の小さい砂質干潟生態系への影響については、最大限、直接的影響を
回避するものとする。

②サンゴ、藻場、干潟の消失の程度及び生態系区分毎の消失の程度

③潮流の変化域の低減
　潮流の流速変化をできる限り低減するとともに、増設滑走路内側の閉鎖性海域
の海水交換が十分に図られるよう増設滑走路と瀬長島との間を一定程度離すもの
とする。

①空港計画との整合

環境影響低減

コスト縮減

④コスト縮減
　水深の深い部分をできる限り回避するものとする。
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２．技術検討委員会の意見を踏まえた検討

　瀬長島への影響回避及び技術検討委員会にて検討した留意事項を踏まえ、
構想段階ＰＩに提示する配置案は、滑走路間隔は８５０ｍとなり下図の配
置案となった。

３）検討結果

瀬長島との離隔距離：352ｍ

850m

滑走路南端の離隔距離：125
滑走路北端の離隔距離：175ｍ

瀬長島との南北離隔距離：331ｍ

滑走路間隔８５０ｍ
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２．技術検討委員会の意見を踏まえた検討

（３）９３０ｍ案及び８５０ｍ案の比較検討

瀬長島への影響

地上走行距離
増設滑走路に着陸してから、スポット
インまでの地上を走行する距離

約２，２００ｍ 約２，１００ｍ

930m案（第２回技術検討委員会提示案） 850m案

約２，１００億円 約２，０００億円

砂質干潟生態系の消失面積

埋立面積
増設滑走路により埋め立てられる面
積

約１４０ｈａ 約１３０ｈａ

約２５ｈａ（約４％） 約２０ｈａ（約３％）
生態系消失面
積

拝所１箇所及び大嶺部落跡改変有り拝所１箇所及び大嶺部落跡改変有り

サンゴ礁生態系の消失面積

改変なし 改変なし

約１０ｈａ（約１１％） 約１５ｈａ（約１７％）

約１，３００万m3 約１，３００万m3埋立材の確保

歴史的・文化的
環境

概算事業費
増設滑走路・連絡誘導路とその用地
に加え、移転補償、照明設備、付帯施
設に係る事業費

埋立材確保の必要土量

大嶺崎周辺区域への影響

-25m

-15m

- 5m現況：冬季・上げ潮時の流速ベクトル

水深

-25m

-15m

- 5m現況：冬季・上げ潮時の流速ベクトル
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